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人 口 ・ 世 帯 数
（２月１日現在）

男　　　４６３　人　　（＋１）

女　　　５２４　人　　（－３）

計　　　９８７　人　　（－２）

世帯　　　４０８世帯　　（±０）

黒 滝 村 子 ど も 議 会黒 滝 村 子 ど も 議 会

黒黒黒黒滝滝滝滝村村村村長長長長選選選選挙挙挙挙ののののおおおお知知知知ららららせせせせ

●橋本　章　 様（脇　川） 亡母艶子さん供養として　　　　　５万円

●岡本　真秀 様（大阪市） 亡母章子さん満中陰志として ３万円

善 意 銀 行
（２月１６日受理分まで）

皆様の善意に対して心から感謝申し上げます

選挙の期日　　平成２１年５月１７日選挙の期日　　平成２１年５月１７日（（日日））

◆選挙期日の告示日　　　平成２１年５月１２日（火）
◆選挙を行うべき事由　　任期満了に伴う

（平成２１年５月２１日）
◆立候補予定者説明会

日時　平成２１年４月１３日（月）
午前９時３０分から

場所　黒滝村役場２階会議室

◆開票の日時　　平成２１年５月１７日（日）
午後７時３０分から

場所　黒滝村中央公民館
（黒滝村大字寺戸１９６番地）

問合せ 黒滝村選挙管理委員会事務局（役場総務課内）

平成２１年４月より平成２１年４月より、、

ごごごごみみみみ収収収収集集集集をををを村村村村直直直直営営営営で実施しますで実施します。。

ご理解・ご協力をよろしくお願いしますご理解・ご協力をよろしくお願いします。。

ごみの分別や収集場所・時間などはごみの分別や収集場所・時間などは、、今までと同じです今までと同じです。。

問合せ　　役場産業建設課問合せ　　役場産業建設課



議議 会会

黒黒黒黒
滝滝滝滝
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会会会会

活活活活

動動動動

状状状状
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２
　
月

３
日
●
奈
良
県
山
林
労
働
組
合

黒
滝
支
部
総
会

４
日
●
陳
情
（
〜
５
日
）

６
日
●
議
会
全
員
協
議
会

９
日
●
地
域
活
性
化
委
員
会

13
日
●
中
吉
野
広
域
消
防
組
合
議
会

16
日
●
奈
良
県
町
村
議
会

議
長
会
役
員
会

18
日
●
黒
滝
村
子
ど
も
議
会

●
介
護
保
険
運
営
協
議
会

19
日
●
南
和
広
域
衛
生
組
合
議
会

●
消
防
委
員
会

24
日
●
例
月
出
納
監
査

●
奈
良
県
市
町
村

総
合
事
務
組
合
議
会

26
日
●
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

27
日
●
美
吉
野
園
理
事
会

日
本
赤
十
字
社
奈
良
県
支
部
の

事
業
と
し
て
、
災
害
用
援
助
物
資

（
タ
オ
ル
や
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど

25
品
目
）
36
セ
ッ
ト
（
約
36
人
分
）

の
提
供
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
災

害
用
援
助
物
資
は
、
火
災
や
風
水

害
等
の
災
害
被
災
者
へ
の
迅
速
な

生
活
必
需
品
物
資
提
供
を
目
的
と

し
た
も
の
で
、
災
害
被
災
者
へ
の

当
面
の
生
活
用
緊
急
援
助
物
資
と

し
て
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

こ
の
度
、
河
分
神
社
が
所
有
し

て
い
た
狛
犬
７
体
を
村
へ
寄
贈
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
狛
犬
に
は
、

寛
永
18
年
（
１
６
４
１
年
）
の
彩

色
を
記
す
墨
書
が
あ
り
、
大
変
貴

重
な
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
元
々

は
、
８
体
（
４
対
）
あ
っ
た
も
の

が
過
去
に
１
体
な
く
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
盗
難
防
止
や
管
理
の
強
化

を
か
ね
て
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
村
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

広
く
一
般
公
開
す
る
目
的
で

現
在
、
民
俗
資
料
館
に
展
示
し
て

お
り
ま
す
の
で
皆
さ
ん
も
お
立
ち

寄
り
く
だ
さ
い
。
河
分
神
社
関
係

者
の
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

■
　
補
正
予
算
に
つ
い
て

●
平
成
20
年
度
黒
滝
村
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
５
号
）

第
１
回
議
会
臨
時
会

１
月
28
日
に
議
会
定
例
会
が
開
か

れ
、
１
の
議
案
が
審
議
さ
れ
、
原
案
の

と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
審
議
さ
れ

た
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

家電リサイクル法の制度改正にともない新たに上の２品目が追加されました。
平成２１年４月からは粗大ごみでは収集しませんので、集積所には出さないでください。
３月までは粗大ごみとして処分できます。
他の家電リサイクル対象品目と同様の手続きで排出してください。

↓下記のものは今後も粗大ごみ等で処分できます。↓

○携帯可能な液晶テレビ○携帯可能な液晶テレビ（（車載用を含む車載用を含む））

※電源として一次電池又は蓄電池を使用するもの※電源として一次電池又は蓄電池を使用するもの

○浴室テレビ○浴室テレビ、、キッチンテレビキッチンテレビ

※建築物に組み込むことができるよう設計したもの※建築物に組み込むことができるよう設計したもの

○テレビ受信機能付き携帯電話○テレビ受信機能付き携帯電話、、カーナビカーナビ、、ＰＤＡＰＤＡ

○液晶及びプラズマディスプレイモニター○液晶及びプラズマディスプレイモニター（（チューナーなしチューナーなし））

○衣類乾燥機能付き布団乾燥機○衣類乾燥機能付き布団乾燥機

○衣類乾燥機能付き換気扇○衣類乾燥機能付き換気扇

○衣類乾燥機能付き除湿機○衣類乾燥機能付き除湿機

○業務用の液晶テレビ○業務用の液晶テレビ、、プラズマテレビ及び衣類乾燥機プラズマテレビ及び衣類乾燥機

■問合せ　　役場産業建設課

平成２１年４月１日より平成２１年４月１日より

家電リサイクルの対象品目が追加されます！家電リサイクルの対象品目が追加されます！

※※※※追追追追加加加加さささされれれれるるるる品品品品目目目目
・液晶式及びプラズマ式テレビ　　　　　　　　　・衣類乾燥機・液晶式及びプラズマ式テレビ　　　　　　　　　・衣類乾燥機

液晶式及びプラズマ式テレビ液晶式及びプラズマ式テレビ

1515インチ以下インチ以下 1616インチ以上インチ以上

1,7851,785円円 2,8352,835円円

衣類乾燥機衣類乾燥機

2,5202,520円円

※左の表に掲載している料金は主
なメーカーの例で、メーカーによ
りリサイクル料金は異なります。
※リサイクル券を購入の際に別途
手数料120円が必要となります。

【【【【リリリリササササイイイイククククルルルル料料料料金金金金】】】】

災
害
用
援
助
物
資
の

提
供
が
あ
り
ま
し
た
！

河
分
神
社
よ
り
狛
犬
寄
贈
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平成21年度から国民健康保険税につい
て、納税者の期別の納税額を軽減するため、
納期を６期から８期に変更します。

国民健康保険税の納期国民健康保険税の納期

６期　６期　→→ ８期８期

第１期　　　　７月１日から　７月３１日まで第１期　　　　７月１日から　７月３１日まで

第２期　　　　８月１日から　８月３１日まで第２期　　　　８月１日から　８月３１日まで

第３期　　　　９月１日から　９月３０日まで第３期　　　　９月１日から　９月３０日まで

第４期　　　１０月１日から１０月３１日まで第４期　　　１０月１日から１０月３１日まで

第５期　　　１１月１日から１１月３０日まで第５期　　　１１月１日から１１月３０日まで

第６期　　　１２月１日から１２月３１日まで第６期　　　１２月１日から１２月３１日まで

第７期　翌年　１月１日から　１月３１日まで第７期　翌年　１月１日から　１月３１日まで

第８期　翌年　２月１日から　２月　末日まで第８期　翌年　２月１日から　２月　末日まで

『『
国国
民民
健健
康康
保保
険険
被被
保保
険険
者者
証証
』』
のの
更更
新新
にに
つつ
いい
てて

大　字　　 交付時間　　　　 交付場所

笠　木　 9：00 ～ 9：20 笠木地区老人憩いの家前　

桂　原　 9：25 ～ 9：45 桂原集会所前

長　瀬　 9：50 ～ 10：10 長瀬集会所前　

粟飯谷　10：20 ～ 10：40 粟飯谷集会所前

御吉野　10：50 ～ 11：00 御吉野老人憩いの家前

堂　原　11：05 ～ 11：25 堂原老人憩いの家前

川　戸　13：10 ～ 13：30 川戸老人憩いの家前

雫　　13：35 ～ 13：50 光照寺前

上中戸　13：55 ～ 14：10 上中戸老人憩いの家前

上　平　14：15 ～ 14：25 光徳寺前

赤　滝　14：30 ～ 14：55 赤滝集会所前

脇　川　15：10 ～ 15：35 脇川集会所前

槙　尾　15：40 ～ 16：00 槙尾集会所前

鳥　住　16：10 ～ 16：30 鳥住集会所前

寺　戸　 9：00 ～ 16：30 黒滝村役場

「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
」
は
、
３
月
31
日
で
期
限
切
れ

と
な
り
ま
す
。
下
記
の
日
時
の
と
お
り
、
村
内
を
巡
回
し
ま
す
で

被
保
険
者
証
の
更
新
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
入
札
日
　
１
月
15
日
）

き
ら
ら
の
森
赤
岩

多
目
的
施
設
設
備
工
事

●
落
札
者

岩
井
建
設
工
房
（
有
）
岩
井
清
也

●
工
　
期

着
工
　
21
年
１
月
16
日

竣
工
　
21
年
３
月
25
日

●
落
札
金
額
（
消
費
税
含
む
）

５
７
７
万
５
千
円

入入入入

札札札札

結結結結

果果果果

統一標語　　～火のしまつ　君がしなくて　誰がする～統一標語　　～火のしまつ　君がしなくて　誰がする～
火災が発生しやすい時季を迎えますので、火気の取扱いには十分注意しましょう。
近年の建物火災による死者のうち、住宅火災による死者が８割以上を占め、また住宅火災におけ

る死者のうち、高齢者層（６５歳以上）が６割を占めています。
日頃から次の事項をこころがけ、火災のない町づくりをしましょう。

○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

国民健康保険税の納期が変更されます！国民健康保険税の納期が変更されます！

納税は…便利・安全・確実な口座振替納付をぜひご利用下さい納税は…便利・安全・確実な口座振替納付をぜひご利用下さい。。

■■ 問合せ問合せ 役場保健福祉課役場保健福祉課

平 成 ２ １ 年 春 季 火 災 予 防 運 動平 成 ２ １ 年 春 季 火 災 予 防 運 動
平成２１年３月１日（日）～平成２１年３月７日（土）

３つの３つの
習　慣習　慣

４つの４つの
対　策対　策

広報くろたき　

「遠・学被保険者証」交付の手続きについて

【発行できる方】
① 平成21年度に修学のために現住所地にいない方
② 遠隔地の病院へ通院するために現住所地にいない方
③ 長期間遠方で仕事をするために現住所地にいない方

【発行に必要なもの】
・印鑑（認印で結構です）
・在学証明書　または　それにかわる証明書

※更新日に「遠・学被保険者証」の交付を受ける場合は、
事前に役場保健福祉課で交付申請を行ってください。

※毎年申請ですので、すでにお持ちの方も
再度申請してください。

【
当
日
更
新
に
必
要
な
も
の
】

・
現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
鑑
（
認
印
で
結
構
で
す
）

交付日： 3月31日（火）

■役場保健福祉課国保係



２
月
18
日
（
水
）
本
村
で
初
め

て
の
子
ど
も
議
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
黒
滝
小
学
校
６
学
年
の
10

名
が
、
議
員
と
し
て
議
場
に
立
っ

て
一
般
質
問
を
行
い
、
村
長
始
め

各
課
長
が
答
弁
（
説
明
）
を
す
る

と
い
う
本
議
会
さ
な
が
ら
の
雰
囲

気
を
体
験
し
ま
し
た
。

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、

元
気
良
い
あ
い
さ
つ
で
入
っ
て
き

た
６
学
年
の
み
な
さ
ん
は
、
緊
張

し
た
面
持
ち
で
そ
れ
ぞ
れ
の
議
席

村 の 未 来 を 考 え て ！村 の 未 来 を 考 え て ！
『『子ども議会開催子ども議会開催』』

◆
教
員
免
許
更
新
制
と
は
…

①
教
員
免
許
状
に
10
年
間
の

有
効
期
限
が
定
め
ら
れ
ま
す
。

②
免
許
状
の
有
効
期
間
を
更

新
す
る
た
め
、
30
時
間
の
免
許
状

更
新
講
習
を
受
講
・
修
了
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

③
教
員
免
許
更
新
制
の
導
入

前
に
授
与
さ
れ
た
旧
免
許
状
を
持

っ
て
い
る
教
諭
や
校
長
等
の
教
育

の
職
に
あ
る
方
も
、
10
年
ご
と
の

修
了
確
認
期
限
ま
で
に
免
許
状
更

新
講
習
を
受
講
・
修
了
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

例えば…平成３０年３月３１日を４５才で迎える方が、
平成４２年４月１日に教員となる場合

◆
最
初
の
修
了
確
認
期
限
は
い

つ
で
す
か
？

最
初
の
修
了
確
認
期
限
は
、
教

員
免
許
更
新
制
導
入
後
最
初
に

35
才
、
45
才
、
55
才
、
の
い
ず
れ

か
で
迎
え
る
年
度
末
で
す
。

栄
養
教
諭
の
旧
免
許
状
を
お
持

ち
の
方
に
つ
い
て
は
、
栄
養
教
諭

の
免
許
状
の
授
与
の
10
年
後
の
年

度
末
で
す
。

問
合
せ
　
教
育
委
員
会
　

@
６
２
‐
２
３
１
４

◆
教
員
で
な
い
人
は
ど
う
す
れ

ば
い
い
の
で
す
か
？

旧
免
許
状
を
有
し
て
い
る
方
で

あ
っ
て
も
、
教
諭
や
校
長
等
の
教

員
の
職
に
な
け
れ
ば
、
免
許
状
更

新
講
習
を
受
講
・
修
了
す
る
義
務

が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
免
許
状
更
新
講
習

を
修
了
せ
ず
に
終
了
確
認
期
限
を

経
過
し
て
も
、
免
許
状
は
失
効
し

ま
せ
ん
。

し
か
し
、
修
了
確
認
期
限
経
過

後
に
教
員
に
な
ろ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
免
許
状
更
新
講
習
を
修
了

し
、
お
住
ま
い
の
都
道
府
県
の
教

育
委
員
会
に
確
認
の
申
請
を
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

平
成
19
年
６
月
に
教
育
職
員
免
許
法
が
改
正

さ
れ
、
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
教
員
免
許

更
新
制
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

教教
員員
免免
許許
更更
新新
制制
のの
導導
入入
にに
つつ
いい
てて

〜〜〜〜
教教教教
員員員員
等等等等
のののの
職職職職
にににに
就就就就
いいいい
てててて
いいいい
なななな
いいいい
皆皆皆皆
様様様様
へへへへ
〜〜〜〜

修了確認期限までは
いつでも教員になる
ことができます。

修了確認期限後
も、免許状は失
効しません。

修了確認期限後に教員に
なる場合には、その前に
更新講習を修了し、都道
府県教育委員会に申請す
ることが必要です。

平成３０年３月３１日　　免許状更新講習　　平成４２年４月１日

修了確認期限 教員採用

に
着
き
ま
し
た
。
一
般
質
問
の
順

番
が
回
っ
て
く
る
と
、『「
動
物
と

ふ
れ
あ
う
こ
と
の
で
き
る
施
設
」

や
「
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
施
設
」
を

造
る
こ
と
が
で
き
る
か
？
』
と

い
っ
た
質
問
が
飛
び
出
し
ま
し

た
。
小
学
生
ら
し
く
、
村
全
体
が

元
気
付
く
よ
う
な
よ
く
考
え
ら
れ

た
も
の
ば
か
り
で
し
た
。

最
後
に
、
辻
村
村
長
が
全
体
を

通
し
た
答
弁
を
行
っ
た
あ
と
、
議

長
が
小
学
生
議
員
に
関
連
質
問
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
全
員
が
元
気
良

く
挙
手
さ
れ
た
場
面
が
と
て
も
印

象
的
で
し
た
。

小
学
生
議
員
と
し
て
わ
ず
か
２

時
間
足
ら
ず
の
短
い
時
間
で
し
た

が
、
普
段
味
わ
う
こ
と
の
な
い
貴

重
な
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

広報くろたき　

▲ 一般質問する６学年議員 ▼

▲ 真剣に答弁を聞いています



教員特
別手当・教育職（教諭）給料月額の　２/１００

上限は１５/１００
管理職
手当

・参事職　　　　給料月額の１０/１００
・課長職　　　　給料月額の　８/１００
・課長補佐職　　給料月額の　６/１００

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員、臨時又は非常勤職員を含んだも
のです。
尚、これらの数値は平成２０年度総務省地方公共団体定員管理調査に基づいたものです。

（10）定員の状況・部門別職員数の状況 （各年４月１日現在）

（9）特別職の報酬等の状況
（平成１９年４月１日現在）

区　分 給料月額 期末手当（１８年度支給割合）

給
　
料

村　長
副村長
教育長

６３０，０００円
５６０，０００円
５００，０００円

６月期　１．６０月分
１２月期　１．７５月分

計　　３．３５月分
（教育長は一般職と同じ）

報
　
酬

議　長
副議長
議　員

２４０，０００円
１８０，０００円
１７０，０００円

６月期　１．６０月分
１２月期　１．７５月分

計　　３．３５月分

（8）職員手当の状況 （平成１９年度一般会計）

区　分 黒　　滝　　村 国

期末手当

勤勉手当

期末手当　　　 勤勉手当
６月期　　１．４０月分　　０．７２５月分
１２月期　　１．６０月分　　０．７２５月分
計　　 ３．００月分　　１．４５０月分

期末手当　　　 勤勉手当
６月期　　１．４０月分　　０．７２５月分
１２月期　　１．６０月分　　０．７２５月分
計　　　３．００月分　　１．４５０月分

退職手当

（支給率）
自己都合　　 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分
勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分
勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分
最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置　　　　　　国に同じ

（支給率）
自己都合　　 勧奨・定年

勤続２０年 ２３．５０月分 ３０．５５月分
勤続２５年 ３３．５０月分 ４１．３４月分
勤続３５年 ４７．５０月分 ５９．２８月分
最高限度額 ５９．２８月分 ５９．２８月分

その他の加算措置　定年前早期退職特例措置
（２～２０％加算）

時間外勤務手当

18
年
度

支　給　総　額 １，３０３千円
職員１人当たり
支　給　年　額 ５０千円

19
年
度

支　給　総　額 ３，７１１千円
職員１人当たり
支　給　年　額 １９５千円

その他の手当

区分 内　容（１月毎の支給金額） 国の制度

扶養
手当

・配　　偶　　者　　　　　　　　　　　　　１３，０００円
・扶養親族１人当たり　　　　　　 ６，５００円
・配偶者がない場合の１人目の扶養親族　　　１１，０００円
・満１６歳～満２２歳の子１人毎　　　　　　 ５，０００円

村と同じ

住居
手当

・借家・借間居住者最高支給限度　　　　　　２７，０００円
・持ち家居住者　新築・購入後５年間　　　　 ２，５００円 村と同じ

通勤
手当

・交通機関利用者
全額支給の限度額　　　　　　　　　　　５５，０００円

・自動車等使用者
２ 以上で５ ごとに１３段階の区分
（最高支給限度額　　　　　　　　　　　　２４，５００円）

村と同じ

区　　　　　分 職　　　　員　　　　数 対　前　年　増　減　数
平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成１８年 平成１９年 平成２０年

一般行政部門

議　　会 １ ２ １ ▲１ １ ▲１
総　　務 １０ ９ ９ ▲２ ▲１
税　　務 ３ ３ ２ １ ▲１
農　　水 ４ ４ ３ ▲１　 ▲１
商　　工 ― ― １ １
土　　木 ４ ３ ３ ▲１
民　　生 ４ ４ ４
衛　　生 ２ ２
小　　計 ２８ ２７ ２５ ▲３ ▲１ ▲２

特別行政部門
教　　育 １２ １３ １４ ▲３ １ １
小　　計 １２ １３ １４ ▲３ １ １

普 通 会 計 計 ４０ ４０ ３９ ▲６ － ▲１

公営企業等
会 計 部 門

病　　院 ３ ３ ３
水　　道 １ １ １
そ の 他 ３ ３ ２ ▲１
小　　計 ７ ７ ６ ▲１

合　　　　　計 ４７ ４７ ４５ ▲６ － ▲２

部　　　　　門

特殊勤務手当

区　　分 全　職　種
職員全体に占める
手当支給職員の割合

０％

支給対象職員１人
当たり平均支給年額

－円

手　当　の　種　類
感染症防疫作業従事
行旅死亡人処理作業従事

行旅病人取扱作業従事
（平成２０年４月１日現在）

（平成１９年度一般会計決算）

２

（一般会計決算）

黒滝村職員の給与などの概要　黒滝村職員の給与などの概要　

（注）１．平成１９年１２月給与改訂後の数値です。
２．調整手当は平成１８年４月１日より
廃止されました。

▲

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

（1）人件費の状況（一般会計決算）

（2）職員給与費の状況（一般会計予算・特別職は除く）

区　　分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ）１７年度の人件費率（参考）
１９年度 １，０１０人（２０．３．３１現在） １，３５８，６４９千円 ３９，８５２千円 ３００，１４８千円 ２２．１％ ２７．１０％

（注）１．平成１９年度の歳出額に対する人件費の割合です。
２．人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

区　　分 職員数（Ａ） 給　　　与　　　費 １人当たり給与費
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） （Ｂ／Ａ）

２０年度 ４０人 １３０，３１５千円 ２４，９１３千円 ５６，１６０千円 ２１１，３８８千円 ５，２８５千円

（3）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況

（注）１．職員手当には、退職手当を含みません。 ２．職員数は平成２０年４月１日現在の人数です。
３．数値は平成２０年度地方公務員給与事態調査に基づきます。

区　　分
一　　般　　行　　政　　職 技　　能　　労　　務　　職

平均給料月額 平均給与月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平 均 年 齢
黒滝村 ２８１，４００円 ３６３，４００円 ３８．２歳 ２７５，０００円 ２９５，０００円 ５４．３歳

（注）数値は平成２０年度地方公務員給与実態調査に基づきます。

（4）職員の初任給の状況

区　　　分 黒　　　滝　　　村 国
決定初任給 決定初任給

一般行政職
大学卒 １７２，２００円 １７２，２００円
高校卒 １４０，１００円 １４０，１００円

（5）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

区　　　分 経　　　　験　　　　年　　　　数
５年以上１０年未満 １０年以上１５年未満 １５年以上２０年未満

一般行政職
大学卒 ２２５，８００円 ２４８，７００円 ３０８，１００円
高校卒 １９３，０００円 ― 円 ２５２，３００円

（6）一般行政職の級別職員数の状況

区　　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級
計

標準的な職務内容 主事補・主事 主　事 係長・課長補佐 課　長 課長・参事
職　　員　　数 １人 ６人 １３人 ５人 ３人 ２８人
構　　成　　比 ３．６％ ２１．４％ ４６．４％ １７．９％ １０．７％ １００％

参
考
１年前の構成比 ２０．０％ １６．７％ ４０．０％ １３．３％ １０．０％ １００％
５年前の構成比 ２０．６％ ２３．５％ ３２．３％ ８．８％ １４．８％ １００％

（注）１．黒滝村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。（税務職等を除いた一般行政職の職員数）
２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
３．平成１８年４月１日より、７級制から５級制に変更しています。

（旧給料表の１級及び２級、並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

（7）昇給期間短縮の状況
全　職　員

１８年度
職　　　　　　員　　　　　　数　　　　　 （Ａ） ４７人
普通昇給期間（１２～２４月）を短縮して昇給した職員数（Ｂ） ０人
比　　　　　　　　　　　　　率　　　 （Ｂ／Ａ） ０％

１９年度
職　　　　　　員　　　　　　数　　　　　 （Ａ） ４４人
普通昇給期間（１２～２４月）を短縮して昇給した職員数（Ｂ） ０人
比　　　　　　　　　　　　　率　　　 （Ｂ／Ａ） ０％

（平成２０年４月１日現在）

（平成２０年４月１日現在）

（平成２０年４月１日現在）

（平成２０年４月１日現在）

技能労務職
大学卒 ― 円 ― 円 ― 円
高校卒 ― 円 ― 円 ２０５，０００円

国 ３２５，１１３円 ３８７，５０６円 ４１．１歳 ２８４，６７９円 ３２０，６２３円 ４８．９歳

（注）数値は平成２０年度地方公務員給与実態調査に基づきます。

本村の職員の給与については、村の財政状況を踏まえて国家公務員給与に準じて対応していま
す。職員の定員についても黒滝村定員適正化計画に基づき、社会経済情勢や住民ニーズの変化
に対応した職員配置を行いつつ、事務事業の見直しなどを踏まえて適正化に努めています。村
民の皆さまに職員給与・定員の実態を正しく知っていただくため、その概要を公表します。

広報くろたき　



黒滝村人権・同和問題啓発推進本部

毎月11日は

『人人権権をを確確かかめめああうう日日』です
人権とは、人間が幸せに生きて
いく権利です。
すべての人間が生まれながらに
持っている基本的な権利です。

中央公民館図書コーナーには約４，５００冊の本があります。あ
なたの探していた本もあるかもしれませんので、どしどしご利用
ください。

■貸 し 出 し 日 月～金曜日（祝日は休み）
■貸し出し期間 ２週間
※ただし、それ以上になる場合は村教育委員会へ、連絡してください。
■今月のおすすめ

（文学） 信長の合戦／戸部新十郎
戦国の覇者として、今なお絶大な人気を誇る英雄・織田信長。
激しい気性と勇猛果敢な行動力で知られているが、その強さの
本質は、合戦に対する慎重さと悠長さにあった。事前に徹底し
た情報収集を行い、勝つ自信を得るまで続けられる知略の数々。
桶狭間の合戦から本能寺の変にいたる八つの戦いを描きなが
ら、信長の戦略・戦術の卓越性を鋭く読み解いた歴史読み物の
傑作。
（読み物）大河奔流　／王　泰平　著　　青木麗子　訳
（読み物）問題な日本語／北原保雄　編
（児童書）春になったらあけてください／増井邦恵　作

あべ まれこ　絵

乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者

◆
３
月
11
日
（
水
）

午
前
10
時
〜
正
午

食
生
活
改
善
推
進
員
さ
ん
と
一
緒
に

ひ
な
祭
り
の
お
や
つ
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
！

◆
３
月
23
日
（
月
）

午
前
10
時
〜
正
午

お
も
ち
ゃ
図
書
館

@
６
２
‐
２
８
５
０

ひひ
なな
っっ
ここ
きき
っっ
ずず

乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者

３
月
10
日
（
火
）

午
後
１
時
10
分
〜
午
後
２
時

身
体
測
定
等

診
療
所

母
子
健
康
手
帳

すす
くく
すす
くく
相相
談談

自 衛 官 各 種 募 集

◆募集種目 予備自衛官補

◆受験資格

一般公募
１８歳以上３４歳未満の者

技能公募
１８歳以上５５歳未満の者

（資格により５４歳又は５３歳未満）

◆受付期間

１月５日～４月１３日まで

◆試験日時

４月１８日（土）
～２０日（月）の内１日

◆合格発表 ５月２２日（金）

◆その他（技能公募資格の一例）
・医師　・薬剤師　・看護師　　
・准看護師　・救命救急士
・理学療法士　・診療放射線技師　
・臨床検査技師
・自動車整備士　
・情報処理技術者
・総合無線通信士
・電気技術主任者
・建築士　・測量士　等

（詳細は、お問い合わせ下さい。）

◆問合せ 自衛隊五條地域事務所　　
@ ０７４７‐２２‐３７８９

～人生８０年時代を～人生８０年時代を

楽しむ健康づくり～楽しむ健康づくり～

◆ヘルシーエクササイズ教室

音楽に合わせて、ゆっくり、のんび
り、マイペースで体を動かし、仲間
とコミュニケーションをはかる体
操。肩こり、肥満、ストレスなどが
解消される。
毎週火曜日　午後１時４５分～３時
（２３回） 受講料１１，５００円

◆らくらく３B体操

リズム体操、ストレッチ、レクリエ
ーションダンスの要素を盛り込んだ
体操でベルという手具を使って行
う。肩こり、ストレス、運動不足が
解消される。
毎週水曜日　午後１時３０分～３時
（２３回） 受講料１１，５００円

◆真向法体操（まっこうほう）

真向法基本４動作と補助体操（スキ
ンシップトレーニング）を学ぶ。
真向法により、全身の筋肉の新陳代
謝がはかれ、若返り、練磨される。
毎週木曜日　午後２時～４時　（２
５回） 受講料１２，５００円

◆太極拳

初級太極拳を学ぶ。太極拳の深くゆ
ったりした呼吸が血液の流れを活発
にし、胃腸の働きを促す。

健康づくり教室受講者募集

黒滝村農業委員会黒滝村農業委員会
委員選挙人名簿の名簿縦覧期間委員選挙人名簿の名簿縦覧期間

日　時　2月23日～3月9日（毎日）
午前8時30分～午後5時

■問合せ 黒滝村選挙管理委員会事務局（役場総務課内）

下記のとおり縦覧出来ますので、
登録等をお確かめください。

絶えず重心が動くので、骨格、筋肉、
関節を鍛え、バランス感覚が養われ
る。
毎週金曜日　午後２時３０分～４時
（２３回） 受講料１１，５００円

●対象者

県内在住のおおむね
６０歳以上の方

●会場

奈良県社会福祉総合センター
４階健康ルーム
（橿原市大久保町３２０－１１）

●期間

平成２１年４月
～平成２１年９月　（６ヶ月）

●募集人数

太極拳２０名
他各講座３０名
（応募者多数の場合抽選）

●申込

往復ハガキに希望する講座名・氏
名・住所・生年月日・電話番号を記
入してください。

●申込締切

３月１８日（水） （消印有効）

●申込、問合せ

（財）健やか奈良支援財団
@ ０７４４‐２９‐０１２０

FAX ０７４４‐２９‐０１２１
車の場合は、駐車スペースが狭いた
め、満車時は隣接の橿原市市営駐車
場（有料）となります。

広報くろたき　


